
■園に出入りする事務局スタッフ、及び講師（以下「スタッフ」）の人数を

必要最低限とします。

■園内にスタッフが園出入りする際、検温、手指消毒を徹底します。

■スタッフ在園中は、マスク、あるいはフェイスマスクを使用します。

■体験講座は、屋外での活動を原則とし、屋内で行われる際は、十分な

換気に努めます。

■講座運営中は、園児との必要な距離を確保します。

■その他、感染症防止対応について実施園と十分な事前打合せを

実施し、万全な体制の中で運営します。

■最終的な講座実施の判断については、地域（市町村）における

感染症状況を踏まえて、実施園との協議の上で決定するものとします。
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体験講座運営における子森ネットの感染防止対応について


